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中国最新法令 < 速報 > 

 
※月 2 回発行                  2023 年 10 月 27 日号（No.409） 

 

I. 重要法令等の解説 

1. 「データ越境流動の規範化及び促進に関する規定（意見募集稿）」 

Ⅱ. 注目法令等の紹介 

1. 「企業標準化促進規則」 

Ⅲ. その他の法令等一覧 

 

 
Ⅰ. 重要法令等の解説 
 

1．「データ越境流動の規範化及び促進に関する規定（意見募集稿）」1 
国家インターネット情報弁公室 2023 年 9 月 28 日公布、意見募集期限 2023

年 10 月 15 日 
執筆担当：崔 俊、塩崎 耕平、森 規光 

 

「個人情報保護法」2上、個人情報を域外移転するにあたっては、安全評価への合

格、認証の取得又は標準契約の締結の条件のいずれかを満たす必要がある。このう

ち、標準契約については「個人情報域外移転標準契約規則」3において、標準契約の

雛型が提示され、かつ 2023 年 11 月末 4までに標準契約と個人情報保護影響評価を

併せて当局に対して届け出しなければならないと規定された。この届出義務は個人

情報の性質や数量に関係なく課せられるものであったため、中国に拠点を有する多

くの企業が上記期限内の届出に向けて標準契約及び個人情報影響評価の準備に着手

している状況である。 

このような状況の中、2023 年 9 月 28 日、国家インターネット情報弁公室は、

「データ越境流動の規範化及び促進に関する規定（意見募集稿）」を公表した 5。こ

の意見募集稿において、従業員情報の域外移転や年間 1 万人未満の個人情報の域外

移転については、標準契約の締結等の条件成就は不要とする免除規定が設けられて

いる。この免除規定により、すでに標準契約及び個人情報保護影響評価の準備を進

めている企業においても、届出に向けた対応が不要となる可能性がある。 

また、この意見募集稿においては、重要データに関する域外移転規制についても

実務的に関心の高い規定が設けられている。 

 
「個人情報保護法」上、個人情報を域外移転するにあたっては、安全評価への合格、

 
1 原文「规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）」 
2 本ニュースレターNo.359（2021 年 9 月 21 日発行）をご参照。 
3 本ニュースレターNo.394（2023 年 3 月 10 日発行）をご参照。 
4 標準契約規則 13 条で定める猶予期間の満了日 
5 本意見募集稿は、意見募集を踏まえて内容が修正される可能性があり、正式に公布・施行されるまで

は法的拘束力を有しない。 

森・濱田松本法律事務所 
中国プラクティスグループ 
https://www.mhmjapan.com/ 

 

本号編集責任者：石本 茂彦 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00050093/20210921-045352.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00066521/20230310-011602.pdf
https://www.mhmjapan.com/
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認証の取得又は標準契約の締結等の条件（以下「前提条件」という。）のいずれかを満

たす必要がある。国家インターネット情報弁公室（以下「ネット情報弁公室」という。）

は、2022 年 7 月から立て続けに「データ域外移転安全評価規則」6（以下「評価規則」

という。）、「個人情報保護認証実施規則」7、「個人情報域外移転標準契約規則」（以下

「標準契約規則」という。）を公布し、域外移転における前提条件に関する規定を整備

してきた。これらの前提条件のうち、評価規則に基づきデータ域外移転安全評価 8が

要求される場合を除いては、個人情報移転標準契約の締結 9により対応しようとする

考え方が実務的には一般的である 10。 

この標準契約については、標準契約規則において、標準契約の雛型が提示され、か

つ 2023 年 11 月末までに標準契約と個人情報保護影響評価を併せて当局に対して届

け出なければならないと規定されている。しかし、2023 年 9 月 28 日に公表された

「データ越境流動の規範化及び促進に関する規定（意見募集稿）」（以下「本意見募集

稿」という。）は、域外移転規制を緩和する方向の内容となっており、未だ正式版でな

い意見募集稿（草案）の段階であるが、実務的なインパクトが大きい。主な内容は以

下のとおりである。 

 

（1）前提条件の充足が免除される事由の列挙 
本意見募集稿は、個人情報の域外移転にあたって、前提条件の充足を不要とする事

由を以下のとおり列挙した。 

 

1. 域内で収集生成されたものではない個人情報を域外に提供する場合 11（3

条） 

2. 個人を一方の当事者とする契約の締結、履行のために必要があり、例えば

越境ショッピング、越境送金、航空券・ホテルの予約、査証手続等におい

て、域外に個人情報を提供しなければならない場合（4 条 1 号） 

3. 法により定められた労働規則制度及び法により締結された集団契約に従い

人材資源管理を実施するにあたり、域外に内部従業員の個人情報を提供し

なければならない場合（4 条 2 号） 

4. 緊急の状況において自然人の生命・健康及び財産の安全を保護する等のた

めに、域外に個人情報を提供しなければならない場合（4 条 3 号） 

 
6 本ニュースレターNo.381（2022 年 8 月 12 日発行）をご参照。 
7 本ニュースレターNo.389（2022 年 12 月 9 日発行）をご参照。 
8 例えば、北京インターネット情報弁公室は、首都医科大学付属北京友誼病院及び中国国際航空株主会

社がデータ域外移転安全評価に合格した情報を開示した（http://kw.beijing.gov.cn/art/2023/1/31/art_966
4_639014.html）。 
9 例えば、北京インターネット情報弁公室は、個人情報の域外移転に関する標準契約の届出に合格した

事例（北京徳易信息技術と香港ノバルティス誠信が締結した個人情報の域外移転に関する標準契約書）

を公表した（https://open.beijing.gov.cn/html/kfdt/sddt/2023/6/1688089710672.html）。 
10 本ニュースレター発行時点では公表情報の限りで、個人情報保護認証を通過した事例は見つかってお

らず、認証機構については、中国ネット安全審査技術及び認証センターが開示したデータ安全認証業務

管理システム（https://data.isccc.gov.cn/#/pip/login）しか確認できない。 
11 域外で生成された個人情報を外国から受領し、当該個人情報を域外に再移転する場合等が想定される。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00065305/20220812-041915.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00065982/20221209-023932.pdf
http://kw.beijing.gov.cn/art/2023/1/31/art_9664_639014.html
http://kw.beijing.gov.cn/art/2023/1/31/art_9664_639014.html
https://open.beijing.gov.cn/html/kfdt/sddt/2023/6/1688089710672.html
https://data.isccc.gov.cn/#/pip/login
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5. 1 年間で域外に 1 万人分未満の個人情報を提供する見込みである場合（5

条） 

これらの事由のうち、特に実務的にインパクトが大きいものは 3 及び 5 と考えら

れる。 

上記 3 により、グローバル企業が、中国企業の従業員の個人情報を国外グループ

会社と共有する場合においては、域外移転の前提条件を充足する必要がないことにな

る。但し、「法により定められた労働規則制度及び法により締結された集団契約に従

う」ことが条件となっているため、従業員の個人情報の域外移転について規定した就

業規則や個人情報取扱規程等の整備が必要である。 

次に、上記 5 により、域外に移転する個人情報が多くない企業においては前提条

件の充足が不要となる。これにより、B to B 企業において、域外移転する個人情報

が、従業員情報のほかには、取引先の担当者等の個人情報しかないような場合には、

前提条件の充足が不要となる場合が多いと考えられる。なお、「個人情報保護法」で

要求されている域外移転に対する本人からの同意取得については引き続き対応する

必要があるとされている。 

なお、5 条における、域外移転が見込まれるデータ数量の算定に関しては、4 条に

基づいて免除対象になる個人情報の数量が含まれるかどうかについて明確ではない

等、具体的な算定方法につき、本意見募集稿の制定版及びネット情報弁公室による更

なる解釈等を待つ必要がある。 

 

（2）重要データに関する域外移転規制 

「データ安全法」12において重要データを域外移転するためには安全評価に合格

する必要があるとされている。しかし、評価規則 19 条で、重要データについて「一

旦改竄、破壊、漏洩又は違法取得、違法利用等を受けると、国の安全、経済運営、社

会の安定、公共の健康及び安全等が脅かされる可能性のあるデータ」と定義している

ものの、現段階では、自動車業界を除き 13、各地区／部門による関連業種、分野の

重要データ目録の制定はまだされていない 14ため、企業にとって、取り扱うデータ

が重要データに該当するかどうかが不明確であり、重要データの域外移転について現

時点で何かしらの対応をする必要があるのかが不透明ということが実務において悩

ましいとされているところである。 

この点、本意見募集稿は、関連部門又は地域から重要データとして告知又は公開発

表されていない場合には、データ取扱者は、重要データとしてデータ越境移転安全評

価を申告する必要がないことを明確に規定した（2 条）。かかる規定に基づき、企業

 
12 本ニュースレターNo.354（2021 年 6 月 25 日発行）をご参照。 
13 2021 年 10 月 1 日に施行された「自動車データ安全管理若干規定（試行）」（本ニュースレターNo.359
（2021 年 9 月 21 日発行）をご参照）においては自動車業界における重要データの具体的な内容を規定

している。 
14 2017 年 8 月 30 日に公表された「情報安全技術 データ国外移転安全評価ガイドライン（意見募集

稿）」の付録 A においては、重要データの定義及び各分野主管部門の関連規定に基づき、各業種（分野）

の重要データの範囲が示されていたが、この意見募集稿は結局正式に公布・施行されるに至っていない。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00048330/20210625-045357.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00050093/20210921-045352.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00050093/20210921-045352.pdf
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が重要データの存在を知らされていない場合、又は取り扱うデータが公開されている

重要データ目録の範囲に含まれていない場合、重要データとしてデータ域外移転安

全評価申告を行う必要がないことが明確にされることになる。 

    

（3）自由貿易試験区ネガティブリスト制度に関する規定 
本意見募集稿では、初めて「ネガティブリスト制度」に関する規定が設けられた

15。自由貿易試験区は、当該自由貿易試験区のデータ域外移転安全評価、個人情報域

外移転標準契約、個人情報保護認証による管理範囲に組み込む必要があるデータリ

スト（以下「ネガティブリスト」という。）を自ら定め、省級ネットワーク安全情報

化委員会の認可を得た後に、国のネットワーク情報部門に届け出ることができ、ネガ

ティブリストに掲載されていないデータの域外移転については、データ域外移転安全

評価の申告、個人情報域外移転標準契約の締結、個人情報保護認証の通過が必要な

いことになるという制度である 16（7 条）。但し、「ネガティブリスト制度」が具体的

にどのように実施されるかについては、更なる解釈を待つ必要がある。 

 

（4）今後の対応 

 本意見募集稿については、すでに意見募集期間が終了しており、今後は寄せられた

意見や更なる審議等を踏まえてその内容が修正される可能性があることから、正式に

公布される際に、本意見募集稿と異なる内容が含まれる可能性も完全には否定でき

ない。但し、本意見募集稿の内容からは、中国当局が、個人情報の域外移転規制に関

し、企業（及び当局）の負担を軽減しようとする傾向がうかがわれ、域外移転に関す

る前提条件を免除する規定の方向性は、本意見募集稿から維持される可能性がそれ

なりにあると考えられる。そのため、企業にとっては、まずは本意見募集稿における

免除規定が適用される客観的な状況が存在するかについて検証し、そのうえで、どう

対応していくか検討する必要があると思われる。 

 

（全 11 条） 
 

 
 

 
15 「深センにおける中国の特色ある社会主義先行モデル区の建設における市場参入の若干の特別措置の

緩和に関する意見」で、国家及び業界データ域外移転安全管理制度枠組において、データ越境移転安全

管理試行の実施を奨励することが提起されていた。原本「国家发展改革委 商务部关于深圳建设中国特色

社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见」（https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-
01/26/content_5670555.htm）をご参照。 
16 2023 年 7 月 25 日公布された「国務院による外商投資環境のさらなる最適化による外商投資誘致活動

の強化に関する意見」（以下「本意見」という。）の五の十四条では、ネットワーク安全、個人情報保護

法等の法律における要求事項を実施し、条件を満たす外商投資企業に対して、「優遇措置」を設け、重要

データ及び個人情報域外移転安全評価を効率的に実施すること、北京、天津、上海、等の地域を支援し、

データ域外移転安全評価、個人情報保護認証、個人情報域外移転標準契約等を実施する際、自由に移動

可能なデータの一般リストの作成を模索することが記載されている。本意見募集稿の「ネガティブリス

ト制度」は、本意見の趣旨に合致するものであり、「優遇措置」の一つと考えられる。本意見については、

本ニュースレターNo.405（2023 年 9 月 8 日発行）をご参照。 

https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-01/26/content_5670555.htm
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-01/26/content_5670555.htm
https://www.mhmjapan.com/content/files/00068155/20230908-040721.pdf
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Ⅱ. 注目法令等の紹介 
 

1．「企業標準化促進規則」17 
国家市場監督管理総局 2023 年 8 月 31 日公布、2024 年 1 月 1 日施行 

執筆担当：戴 楽天、井村 俊介 

 

「企業標準化促進規則」（以下「本規則」という。）は、2018 年の標準化法の改正施

行等を受けて、1990 年に公布された「企業標準化管理規則」を全面改正するものであ

る。主なポイントは以下のとおりである。 

(1) 企業が行う製品の生産やサービスの提供は標準に基づかなければならないところ、

関連標準（国家標準等）が存在しない場合には、企業自ら企業標準を制定しなけ

ればならず、当該企業標準には、実験・検査・評価の方法の明記が必要となる（7

条、12 条）。 

(2) 企業が制定した企業標準について、開示された機能指標と性能指標が国家推薦標

準の要求を下回った場合に、この旨を明示しなければならないと規定された（14

条）。 

上記のほか、本規則では、企業標準の制定プロセス、企業の標準化の促進、当局に

よる監督管理措置等が規定されている。 

 

（全 36 条） 

 
Ⅲ. その他の法令等一覧 

2023 年 9 月 25 日から 2023 年 10 月 9 日までの期間に公布された主な法令等の一覧は

以下のとおりである（上記にて取り扱った法令等を除く。）。 
 

1. 「保険販売行為管理規則」 
（原文：保险销售行为管理办法） 
（国家金融監督管理総局、2023 年 9 月 20 日公布、2024 年 3 月 1 日施行） 
 

2. 「電力品質管理規則（試行）（意見募集稿）」 
（原文：电能质量管理办法（暂行）（征求意见稿）） 
（国家発展改革委員会、2023 年 9 月 22 日公布、意見募集期限 2023 年 10 月 22 日） 
 

3. 「高リスク性体育項目の経営における許可管理規則（改正草案）（意見募集稿）」 
（原文：经营高危险性体育项目许可管理办法（修订草案）（征求意见稿）） 
（国家体育総局、2023 年 9 月 22 日公布、意見募集期限 2023 年 10 月 22 日） 
 

  

 
17 原文「企业标准化促进办法」 
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